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令和５年４月から

入院患者への告知に関する見直し

家族が虐待等の加害者である場合の対応

新規申請に向けた指定医研修会の有効期間

以下の入院措置を行う患者への告知について、患者本人だけでなくその家族にも告知する。

・ 措置入院（緊急措置入院）：措置診察のための通知を行った家族等に対し告知

・ 医療保護入院：同意を行った家族等に対し告知

従来からの「入院措置を採ること」「退院請求に関すること」に加えて、「入院措置を採る

理由」も告知することとなる。

医療保護入院の同意や退院請求を行うことができる「家族等」からDVや虐待の加害者を除く。
市町村長は同意の事務に関して、関係機関等に必要な事項を照会できる。

当該家族が唯一の家族である場合、医療機関は市町村長同意の申請ができるようになる。

指定医研修会を受講したあと、３年以内であれば指定医の申請が可能（現行は１年以内）。
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令和６年４月から

医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き

医療保護入院の入院期間は、最大６ヶ月以内で省令で定める期間（検討中）とする。

入院中の指定医による診察の結果、患者に同意能力がなく（任意入院ができない）、入院の

必要があると判断した場合に限り、以下の要件を満たすことで入院の期間を更新できる。

・ 対象患者への退院支援委員会の開催（入院継続に当たって必要な退院支援措置の検討）

・ 家族等に連絡した上で、同意を確認（同意又は不同意の意思表示がないことの確認）

・ 更新届の提出（定期病状報告は必要なくなります）

家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い

当該家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わ

ないこととすることができるようになる。

家族等の全員が意思表示を行わない場合には、医療機関は市町村長同意の申請ができるよう

になる。
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令和６年４月から（続き）

地域生活への移行を促進するための措置

退院後生活環境相談員について、措置入院者にも選任することを義務化。

地域援助事業者（※）の紹介（現行努力義務）を義務化するとともに、措置入院者にも適用。

医療保護入院者退院支援委員会について、入院後１年を経過する者に対しても開催する。（更新

の際に必要となる。）
※ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が地域
生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業者や、事業の利用に向けた相談援助を行う者（共同生活援助、訪問介護事
業者 等）。市町村は、精神障害者や医療機関から紹介の問い合わせがあれば、必要に応じてあっせん・調整等を行うこと。

措置入院時の入院必要性に係る審査

従来の医療保護入院時の審査に加え、措置入院時にも精神医療審査会において入院必要性に

係る審査が必要となる。

入院者訪問支援事業

市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じて、傾聴や生活に関する相

談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣。

都道府県等が訪問支援員を選任、研修等を実施。

※ 法定事業に向けて令和５年度から予算事業を開始。
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令和６年４月から（続き）

医療機関における虐待防止の措置の義務化

虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化

病院の管理者は、虐待防止のための研修を行ったり、相談体制の整備をしたりする必要があ

り、指定医はそれに協力しなければならない。

病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、誰もが都道府県に通報しなければな

らない。

業務従事者は、この通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

通報を受け、都道府県が必要と判断した場合、実地監査において、指定医は虐待を受けたと思

われる患者の診察をすることがある。

都道府県知事は、必要があると認める場合、病院の管理者に対して、報告や診療録等の提出を

命じ、立入検査を行うことができる。また、改善計画や必要な措置を命じることができる。

都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況等について公表する。
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市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題

を抱える者（具体的には省令で定める予定）も対象となる。

参 考

詳細については、今後、省令・通知等でお示ししていく予定です。今後の情報にご注意ください。

●精神障害者や精神保健に課題を抱える者への相談支援については、（政令市・保健所設置市以外
の）市町村においては、精神保健福祉法上の「努力義務」となっており、法的には現時点で義務づ
けられてはいないものの、福祉・母子保健・介護等の分野と精神保健分野の複合的な支援ニーズが
みられる中で、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」等におい
て、市町村における実施の重要性が指摘されている。

●このため、今後関係省令や、精神保健福祉業務運営要領（通知等）において、精神保健に関する
相談支援に関し、市町村が実施する内容について、具体化・明確化を図っていくことを検討中。

市町村への支援に関する都道府県の責務

自治体の相談支援の対象の見直し

都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村への必要な援助を行う

よう努めなければならない。

令和６年４月から（続き）




